
これまでの公募等における質問・回答 施設名　子どもの家
（２ブロック１２施設）

№ 質問区分 種別 箇所 質問 回答
1 全市共通 様式集 全般 　消費税の免税事業者であっ

ても，収支計画書（様式１０
－１～１０－３）においては
税込みの金額で提案をするの
か。

・質問・回答（市の公募施設
共通）№１２に記載のとおり
です。
・なお，免税とならない項目
がある場合，当該項目ごとに
税率１０％を加算してくださ
い。
・収入の部，支出の部とも
に，あらためて総額に税率１
０％を加算するものではあり
ません。

2 施設概要 仕様書 １ページ
２⑵

　支援員等が利用する駐車場
は必要台数が確保されている
のか。無料なのか。

・学校との調整による学校敷
地内の駐車スペースの確保な
どの方法を含め，指定管理者
の責任において，支援員等が
利用する駐車場を確保いただ
くこととなります。

3 施設概要 仕様書 １ページ
２⑵

　法人による子どもの家巡回
時に，学校敷地内に車の駐車
は可能か。

・駐車方法等の詳細は学校ご
との運用によりますが，基本
的に来客用の駐車スペースに
駐車いただくことが可能で
す。
・なお，固定の駐車スペース
を確保する場合，指定管理者
において学校との調整が必要
となります。

4 施設概要 仕様書 ２ページ
２⑵ウ，
18ページ
11

　各子どもの家におけるＡＥ
Ｄの配置状況はどのように
なっているのか。

・小学校に配置されているＡ
ＥＤを使用いただくこととな
るため，配置場所や使用方法
等について学校への確認をお
願いします。

5 指定管理料
の積算

募集要項 別紙３ 　年度ごとの支援単位の数と
４年間合計の支援単位の数の
記載があるが，どの時点の支
援単位の数を基に指定管理料
の積算をすればよいか。

　年度ごとの支援単位の数を
基に，それぞれの年度の指定
管理料を積算した上で，４年
間の指定管理料を合算してい
ただく方法を想定していま
す。
　なお，これ以外の方法によ
る指定管理料の積算を妨げる
ものではありません。

6 指定管理料
の積算

募集要項 別紙３ 支援員：１，２４０円／時
補助員：１，０６０円／時
とあるが，宇都宮市の基準と
して，上記に沿った金額設定
とするのか，またはブロック
によって異なる金額設定をし
てもよいのか教えてほしい。

　募集要項別紙３の賃金単価
は，市が指定管理料上限額の
積算に使用した単価であり，
当該単価と異なる単価を設定
いただくことに差し支えはあ
りません。
　ただし，仕様書11ページ８
⑴キ(ｳ)に記載のとおり，適
正な額の報酬の支払をお願い
します。

7 指定管理料
の積算

仕様書 16ページ
10⑶

　運営に要する費用を項目別
に確認するため，各ブロック
の子どもの家の令和４年度事
業報告書を開示してくださ
い。

　運営に要する費用の積算に
当たっては，現行の実績にか
かわらず，募集要項別紙３に
記載の積算項目を参考に，仕
様書に基づく事業が適切に遂
行できる額を積算してくださ
い。
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これまでの公募等における質問・回答 施設名　子どもの家
（２ブロック１２施設）

№ 質問区分 種別 箇所 質問 回答
8 指定管理料
の積算

仕様書 18ページ
11

　通信運搬費のうち「通信
料，インターネット使用料」
は指定管理者負担となってい
るが，どのような経費が該当
するのか教えてほしい。

　入退室管理システム用のＷ
ｉ－Ｆｉなど，インターネッ
ト環境の整備及び利用に要す
る費用を想定しています。

9 指定管理料
の積算

仕様書 18ページ
11

　令和７年度以降も継続する
機器リース代やＮＨＫ受信料
などの費用負担はあるのか。

・令和７年度以降も継続する
機器リース代はありません。
・子どもの家は，ＮＨＫの放
送受信料免除基準に該当する
ため，受信料は全額減免とな
ります。

10 指定管理料
の積算

様式
１０－１
１０－３

－ 　支出の部における経費の項
目は，様式に記載の項目をそ
のまま使用しなければならな
いのか。
　社会福祉法人については，
経理基準により，人件費・事
業費・事務費別に勘定科目が
定められており，法人ごとに
柔軟な科目設定が必要と思わ
れる。

　本様式については，各法人
等ごとの提案金額を項目別に
比較する必要があるため，法
人決算とは別に，様式に記載
の項目をそのまま使用いただ
くようお願いします。
　なお，指定管理者の指定後
における実績報告等の書類に
ついては，この限りではあり
ません。

11 職員体制 仕様書 ９ページ
８⑴

　実際の運営における支援単
位ごとの人員配置状況につい
て開示してほしい。

　現行の支援単位ごとの人員
配置にかかわらず，募集要項
別紙２に記載の「施設定
員」，募集要項別紙３参考に
記載の「児童数」，「支援単
位の数」を参考に，適正な人
員を配置してください。

12 職員体制 仕様書 ９ページ
８⑴

　資格が必要な役職は，支援
員及び主任支援員（いずれも
放課後児童支援員の資格）だ
けであり，統括管理者などは
資格がなくてもよいか。

　お見込みのとおりです。
　ただし，仕様書における職
務役割を適切に履行できる人
員を配置してください。

13 職員体制 仕様書 ９ページ
８⑴ア，
イ

　統括管理者はブロックごと
に１名以上，事務担当者はブ
ロックごとに２名程度配置と
なっているが，兼務可能な範
囲を教えてほしい。

　統括管理者や事務担当者の
兼務は禁じていませんが，仕
様書における職務役割を適切
に履行できる体制を提案して
ください。

14 職員体制 仕様書 ９ページ
８⑴イ

　事務担当者の配置は，複数
ブロックを運営することと
なった場合であっても，１ブ
ロックにつき２名を配置しな
ければならないのか。

　ブロックごとに事務担当者
２名の配置は必須ではなく，
複数ブロックにおける事務を
兼務しても差し支えありませ
ん。
　ただし，仕様書における職
務役割を適切に履行できる体
制を提案してください。

15 職員体制 仕様書 10ページ
８⑴カ

　現在の運営において医療的
ケア児の利用に伴い看護師を
配置している子どもの家はあ
るのか。

　今回公募する施設のうち，
Ｄブロックの子どもの家１施
設において看護師を配置し，
医療的ケア児の受入れを行っ
ています。
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これまでの公募等における質問・回答 施設名　子どもの家
（２ブロック１２施設）

№ 質問区分 種別 箇所 質問 回答
16 職員の処遇 仕様書 11ページ

８⑴キ
(ｳ)

　現在各子ども家で雇用され
ている職員ごとの以下の処遇
について開示してほしい。
１　賃金（月給及び時給），
各手当，通勤交通費等
２　一時金（賞与や年度末手
当など月々の支払いとは別に
支給するもの）
３　社会保険加入有無（健康
保険，厚生年金，雇用保険）
４　退職金の有無やその他福
利厚生の状況

・現在雇用されている支援員
等の個別の処遇については，
当該支援員等の個人情報であ
るため，開示することはでき
ません。
・募集要項別紙３において，
本市が適正と考える賃金単価
（支援員：１，２４０円／
時，補助員：１，０６０円／
時）のほか，市が指定管理料
上限額の積算に用いた賞与，
手当等の項目を明示していま
すので，現在の処遇にかかわ
らず，適切な処遇を提案して
ください。

17 施設の管理
運営

仕様書 ８ページ
７

　エアコンのクリーニングは
子どもの家の指定管理業務に
含まれるのか。

　お見込みのとおりです。
　仕様書における「施設の維
持管理に関する業務」の一部
として，指定管理者において
適宜エアコンのクリーニング
をお願いします。

18 施設の管理
運営

仕様書 ９ページ
７⑶イ

　「指定管理者は，指定管理
業務の実施に伴い生じた一般
廃棄物について，法令に基づ
き適切に処理すること」とあ
るが，処理方法等の詳細を教
えてほしい。

　子どもの家において生じた
ごみは，廃棄物収集運搬事業
者への業務委託等の方法によ
り，指定管理者に処理してい
ただくこととなります。
　この場合における子どもの
家のごみ置き場の設置場所や
使用方法については，指定管
理者において学校等と調整の
上，決定いただくこととなり
ます。

19 施設の管理
運営

仕様書 12ページ
８⑵ア

・「子どもの家ごとに防火管
理者を配置」とあるが，防火
管理者は全ての子どもの家へ
の配置が必要となるのか。
・複数の子どもの家での兼務
は可能か。
・校舎や体育館等の学校施設
については，学校関係者が防
火管理者になっていると思わ
れるが，このような施設内に
子どもの家の施設がある場
合，子どもの家としても別途
防火管理者の配置が必要か。
・採用後に宇都宮市での防火
管理者受講日程での対応で問
題ないか。

・法令上，防火管理者の設置
が必要となる子どもの家につ
いてのみ，防火管理者の配置
が必要となります。
・子どもの家ごとの防火管理
者の配置が望ましいですが，
管理上支障がない範囲で，複
数の子どもの家での兼務は可
能です。
・学校の校舎内に子どもの家
の施設がある場合，学校とは
別途，法令に沿った配置が必
要となります。
・採用後の日程での対応で問
題ありません。ただし，速や
かな受講をお願いします。

3 / 6 ページ



これまでの公募等における質問・回答 施設名　子どもの家
（２ブロック１２施設）

№ 質問区分 種別 箇所 質問 回答
20 施設の管理

運営
仕様書 12ページ

８⑵イ，
エ

　施設警備を市から指定管理
者以外の第三者に委託してい
る子どもの家はあるか。
　また，施設警備に係る費用
は，指定管理料に含まれるの
か。

・現在，子どもの家の施設警
備について，市（生涯学習
課）から第三者への委託は
行っておりません。
・ただし，小学校の校舎内に
ある子どもの家の施設につい
ては，小学校が外部委託して
いる機械警備のシステムを利
用している場合があります。
・令和７年度以降も，上記と
同様の対応となるため，機械
警備について，指定管理者の
費用負担はありません。
・なお，開所時間中における
人的な施設警備については，
仕様書８ページ７に基づく施
設の維持管理の中で，指定管
理者においてお願いします。

21 施設の管理
運営

仕様書 15ページ
９

　子どもの家に設置されてい
る畳は，設備なのか備品なの
か。また，畳の帰属とその修
繕に要する経費の負担につい
て教えてほしい。

・畳は子どもの家の施設に附
帯する設備として取り扱って
おり，市に帰属します。
・畳の修繕に要する経費は，
仕様書８ページ７⑵アの考え
方に基づき，１件当たりの修
繕金額に応じ，市又は指定管
理者が負担することとなりま
す。

22 事業実施 仕様書 ５ページ
４⑵

　支援員等の給与計算に関す
る事務を第三者に委託するこ
とは可能か。

　職員の給与計算に関する事
務は，「本業務の主たる部
分」に含まれませんので，第
三者委託は可能です。
　なお，「本業務の主たる部
分」とは，仕様書５ページ４
⑴に掲げる指定管理業務を指
します。

23 事業実施 仕様書 ６ページ
５⑴イ

・利用料金の滞納が生じた場
合，市は何か対応するのか。
・月額の利用料金を利用日数
によって減額することは可能
か。

・利用料金は指定管理者が自
らの収入として収受するもの
であり，滞納整理についても
指定管理者において対応いた
だくこととなります。
・利用料金（基本料金）は月
額で固定であり，指定管理者
の判断により利用日数に応じ
て減額することはできませ
ん。

24 事業実施 仕様書 ６ページ
５⑴イ

　「おやつ代は，月額2,000
円程度を目安とする」とある
が，月の利用日数が少ない児
童も想定される。
　出席日数に対し，日額100
円を徴収する対応は可能か。

　日額によりおやつ代を徴収
することは可能です。
　仕様書記載の月額2,000円
は，毎日利用した場合の目安
額であるため，指定管理者の
判断により「実費」として適
正な額の徴収をお願いしま
す。

4 / 6 ページ



これまでの公募等における質問・回答 施設名　子どもの家
（２ブロック１２施設）

№ 質問区分 種別 箇所 質問 回答
25 事業実施 仕様書 ６ページ

６⑵
　著しく子どもの家の規律を
守らない児童・保護者がいた
場合，どのように対応するの
か。利用許可を取り消すこと
はできるのか。

・まずは指定管理者において
児童及び保護者に適正利用を
求めてください。
・児童又は保護者が再三の求
めに応じず，子どもの家の施
設の管理又は事業の実施に支
障があると認められるような
場合は，条例に基づき利用許
可の取消しをすることができ
ます。
・なお，利用許可の取消しを
しようとする場合，あらかじ
め市へ相談ください。

26 事業実施 仕様書 12ページ
８⑵イ

　「指定管理者は，利用者の
傷害保険加入の取りまとめを
行うこと」とあるが，傷害保
険の補償内容はどの程度のも
のか。指定はあるか。

　傷害保険の補償内容や保険
金額について，市の指定はあ
りません。
　指定管理者において，適切
な保険を選択し，取りまとめ
をお願いします。

27 事業実施 仕様書 19ページ 利用者（子どもや保護者），
職員への満足度などを調べる
アンケート調査を実施してい
る場合，調査項目を知りた
い。また，その調査結果を閲
覧したい。

令和３年度及び令和４年度に
市が実施した利用者アンケー
トの調査項目及び子どもの家
全体の調査結果は，別紙１の
とおりです。（子どもの家ご
との調査結果は公表していま
せん。）
なお，市として子どもの家の
職員へのアンケート調査は実
施しておりません。

28 事業実施 仕様書 別紙7
1ページ

保守点検業務等実施箇所一覧
に掲げる業務について，施設
ごとに，現在宇都宮市が業務
を委託している「事業者名」
及び「委託金額」を開示して
ほしい。

令和５年度の保守点検業務に
係る委託先事業者名及び委託
金額は，別紙２のとおりで
す。

29 申請様式の
作成方法

様式集 全般 　提案審査のプレゼンテー
ションにおいては，パワーポ
イントの資料を必ず用意すべ
きか。

　プレゼンテーションにおけ
るパワーポイントの使用は可
能ですが，必須ではありませ
ん。

30 申請様式の
作成方法

様式
６－２

－ 　様式では常勤の支援員の給
与が「月額＊＊円」となって
いるが，時給単位で支給する
場合，「時給＊＊円」と表記
して差し支えないか。

　差し支えありません。

31 申請様式の
作成方法

様式
６－２

－ 　様式６－２の支援員の職務
役割に「子育て支援事業」は
記載すべきか。

　子育て支援事業は，指定管
理業務には含んでおらず，関
連業務として別途委託を想定
していることから，様式６－
２には子育て支援事業に関す
る勤務内容は記載しないでく
ださい。

32 選定手続 募集要項 20ページ
20⑵イ

　提案審査におけるプレゼン
テーションには，１法人等に
つき何名まで参加可能なの
か。

　会場の都合上，３名程度を
目安に参加をお願いします。
　なお，プレゼンテーション
には，現在の指定管理者から
の引継ぎを担当する者（統括
管理者の予定者等）の出席を
必須としております。
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これまでの公募等における質問・回答 施設名　子どもの家
（２ブロック１２施設）

№ 質問区分 種別 箇所 質問 回答
33 選定手続 募集要項 20ページ

20⑵イ
　プレゼンテーション当日，
PowerPointを使用して提案を
行う場合，プロジェクター等
の映像機器は市が用意するの
か。
　また，法人等は何を用意す
ればよいのか。

・プロジェクター，パソコン
（PowerPoint対応），スク
リーンは市が用意します。
・法人等はプレゼン用のデー
タを格納したフラッシュメモ
リをご用意ください。
・なお，プレゼンソフトの違
いなどの理由で自前のパソコ
ンを使用したい場合は，事前
にご相談ください。

34 選定手続 募集要項 20ページ
20⑵イ

　複数のブロックに応募する
場合，プレゼンテーションも
複数回行うのか。

・応募するブロック数に関わ
らず，プレゼンテーションは
１回のみ行います。
・なお，１ブロック応募する
場合と，複数ブロック応募す
る場合で，提案時間に差は設
けません。

35 関連事業 仕様書 19ページ
12⑵イ

・子育て支援事業の実施につ
いて「市と指定管理者が協議
して対応する」とあるが，ど
のような事業形態を想定して
いるのか。
・指定管理者が子育て支援事
業を受託する場合は，子ども
の家の指定管理業務とは別の
業務として，別途委託料が発
生すると認識してよいか。

・子育て支援事業について
は，市と指定管理者となる法
人等との間における別途の委
託契約を想定しています。
・この場合，指定管理料とは
別途，子育て支援事業に係る
委託料が発生することとなり
ます。
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